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変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
東
蒲
田

二
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

目

次

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

中
野
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
中
野
第
二
・
二

・
三
十
八
号
上
高
田
五
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

中
野
区
上
高
田
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
百
三
十
六
号
東
京
都

市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

北
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
北
第
十
七
号
名

主
の
滝
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	

一

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…（
同
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…	

二

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	

三

○
令
和
六
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…	

六

公
　
　
　
告

○
東
京
都
水
道
局
小
平
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
廃
止
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…	

六

○
東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
所
管
区

　

域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

六

○
東
京
都
水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
所

　

管
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

六

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
六
号

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
三
十
九
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二　

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三　

施
行
期
日

令
和
七
年
一
月
二
十
五
日

北

起点  8度8分22秒
頂点1

　頂点3　　　　頂点2 【座標データ】

-9613.983
-9619.553

別 図

-48504.997 -9614.787
Y座標

1
2
3

頂点 X座標

-48514.460
-48513.663

大田区東蒲田二丁目6番28

起点は、座標（X＝-48502.665 Y＝-9623.914）と

する。

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南

北方向に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間

隔で引いた線により構成されている格子を、起点

を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

調査対象地

筆境界

単位区画

形質変更時要届出区域

【凡例】

【起点】

【格子の回転角度(8度8分22秒】

※起点及び頂点の座標は、測量法（昭和24年法律第188号）

の規定により、世界測地系座標計算によって作成した。
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◉
東
京
都
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

路
線
名

大
島
循
環

二

変
更
の
区
間

大
島
町
泉
津
字
福
重
六
百
五
十
七
番
七
十
五
地

内
か
ら
同
所
七
百
一
番
二
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

【別表】 
化学名 通称名

（１） ２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェ

ニル）シクロヘキサン－１－オン及びその塩類

２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、

２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、

２－ＦＸＥ、

２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔｈｙｌ－

ｋｅｔａｍｉｎｅ

（２） ２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニ

トロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチ

ル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその

塩類

Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、

Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ

（３） （８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカ

ルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデ

ヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びそ

の塩類

１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ

（４） （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－

Ｎ－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－

メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－

カルボキシアミド及びその塩類

１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、

１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ
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都
　
　
道

編
入
区
域

町
　
　
道

　
都
道
大
島
循
環
線

　
　
大
島
町
泉
津
地
内

　
延
長
　
　
　  

九
〇
七
・
一
一
メ
ー
ト
ル

　
面
積
　
　
七
、
七
五
一
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

区
域
変
更
略
図

別
　
図区域変更箇所

A

A'

至 岡
田

大島支庁

大島町役場

大島町

都
道
大
島
循
環
線

大
島
空
港

都
道
大
島
公
園
線

差木地

三原山

野増

元町港

元町

泉津

岡田

岡田港

波浮港

15.57

14.69
17.23

14.46

15.
79

16
.4
5

14
.
8
1

1
5
.
4
0

2
2
.
7
4

1
7
.
7
6

1
2
.
5
6

7.14

3.99

6.
31

14.45

1
8
.
2
5

六
四
七

六
四
九
の
一

六
五
七
の
五
一

六
五
七
の
七
三

六
五
七
の
七
五

六
五
七
の
七
七

三
五
一

4.78

0.70

大島町泉津
字福重

都道大島循環線
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A

A'

B

B'

B

B'

C

C'

C

C'

至 波浮港

1
5
.
1
5

15.32

16.66

16.79

14.45

1
5
.
0
7

1
4
.
5
3 1

3
.
9
8

3.
22

2.38

16
.
67

六
五
一
の
一

六
五
一
の
四

六
五
四
の
一

六
五
七
の
三
三

六
五
七
の
三
五

六
五
七
の
三
七

16
.
3
1

1
2
.
8
3

14
.
8
5

1
3
.
8
8

1
4.
2
1

16
.
44

5.9
1

1
5
.
6
0

六
五
七
の
六 六

五
七
の
八

六
五
七
の
二
一

六
五
七
の
三
八

六
五
七
の
八
一

六
五
九
の
一

六
六
〇

六
六
六
の
一

16
.2
1

14
.0
3

16
.3
4

15
.4
5

16
.2
9

15
.7
9

16
.4
7

14
.0
3

15
.2
6

14
.1
2

7.26

3.73

3.85

10
.4
8

9.
9
8

六
五
七
の
二

六
五
七
の
一
一

六
五
七
の
二
四

六
七
四 六

七
六

七
〇
一
の
二

七
〇
二
の
一

六
五
七
の
二
五

大島町泉津
字福重

大島町泉津
字福重

大島町泉津
字福重

都道大島循環線

都道大島循環線

都道大島循環線
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三　

所
管
区
域

小
金
井
市
及
び
小
平
市
の
区
域

四　

業
務
内
容

㈠　

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡　

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢　

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

五　

廃
止
年
月
日

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
所

管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
所
管
区
域
の
変

更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

一　

所
管
区
域
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二　

所
在
地

府
中
市
寿
町
三
丁
目
四
番
地
の
六

三　

変
更
す
る
所
管
区
域

変
更
前　

府
中
市
の
区
域

変
更
後　

府
中
市
及
び
小
金
井
市
の
区
域

四　

変
更
年
月
日

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

受
講
希
望
者
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら

同
年
二
月
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
受
講
申
込
書
に
所
定
事
項
を

記
入
し
、
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
若
し
く
は
東

京
都
森
林
事
務
所
森
林
産
業
課
に
提
出
し
、
又
は
Ｌ
ｏ
Ｇ
ｏ
フ
ォ

ー
ム
の
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
に
所
定
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
む
こ

と
。

五　

講
習
手
数
料

一
万
四
千
円

六　

そ
の
他

㈠	　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林

課
森
林
産
業
担
当
（
〇
三－

五
〇
〇
〇－

七
二
〇
一
）
へ
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。

㈡	　

こ
の
講
習
会
を
受
け
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て

は
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

	　

な
お
、
こ
の
講
習
修
了
証
明
書
が
な
い
と
生
産
事
業
者
の
登

録
が
受
け
ら
れ
な
い
。

公
　
　
　
告

東
京
都
水
道
局
小
平
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
廃

止
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
小
平
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
廃
止
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

一　

名
称

東
京
都
水
道
局
小
平
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二　

所
在
地

小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号

◉
東
京
都
告
示
第
四
十
一
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次

の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

開
催
期
日

開
始
時
間

開

催

場

所

名　
　

称

所　

在　

地

令
和
七
年
二
月

二
十
七
日
（
木

曜
日
）

午
前
九
時

公
益
財
団
法
人

東
京
都
農
林
水

産
振
興
財
団
立

川
庁
舎

立
川
市
富
士
見

町
三
丁
目
八
番

一
号

二　

講
習
の
科
目
及
び
時
間

㈠　

種
苗
に
関
す
る
法
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
時
間

㈡　

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項　
　
　
　
　

二
時
間

㈢　

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項　
　
　
　
　
　
　

二
時
間

三　

受
講
対
象
者

原
則
と
し
て
、
配
布
の
目
的
を
も
っ
て
、
林
業
用
に
供
さ
れ
る

樹
木
（
す
ぎ
、
ひ
の
き
、
あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
、
か
ら
ま
つ
、

え
ぞ
ま
つ
及
び
と
ど
ま
つ
の
七
樹
種
）
の
種
子
、
穂
木
、
茎
、
根

又
は
苗
木
（
幼
苗
を
含
む
。
）
を
採
取
し
、
又
は
育
成
す
る
事
業

を
行
お
う
と
す
る
者
又
は
当
該
事
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠　

東
京
都
在
住
の
者

㈡	　

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
を
行
う
都
内
に
所
在
の
あ
る
法
人
に

勤
務
す
る
者

四　

受
講
申
込
手
続
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の
所
管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
所
管
区
域

の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

一　

所
管
区
域
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二　

所
在
地

東
久
留
米
市
滝
山
六
丁
目
一
番
一
号

三　

変
更
す
る
所
管
区
域

変
更
前　

清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
及
び
西
東
京
市
の
区
域

変
更
後　

	

小
平
市
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
及
び
西
東
京
市
の

区
域

四　

変
更
年
月
日

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
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目
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